
平
成
十
九
年
十
月
二
日
提
出

質

問

第

七

一

号

大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
公
邸
料
理
人
に
対
す
る
称
号
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

宗

男
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大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
公
邸
料
理
人
に
対
す
る
称
号
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
料
理
人
（
以
下
、
「
公
邸
料
理
人
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
給
与
へ
の

外
務
省
か
ら
の
補
助
に
関
し
て
、
平
成
十
九
年
度
で
は
約
三
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右

給
与
補
助
の
対
象
と
な
る
「
公
邸
料
理
人
」
の
人
数
及
び
「
公
邸
料
理
人
」
が
勤
務
し
て
い
る
大
使
公
邸
は
ど
こ
か
、
全
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
公
邸
料
理
人
」
に
は
ど
の
よ
う
な
旅
券
が
発
給
さ
れ
て
い
る
か
。

三

大
使
へ
の
給
与
ま
た
は
各
種
手
当
の
中
に
、
「
公
邸
料
理
人
」
及
び
大
使
公
邸
の
清
掃
人
、
執
事
、
運
転
手
等
を
雇
用
す

る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
な
経
費
は
含
ま
れ
て
い
る
か
。

四

大
使
へ
支
給
さ
れ
る
在
勤
基
本
手
当
の
予
算
計
上
額
に
つ
き
、
直
近
五
年
の
予
算
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


